






























はじめに 

幼児期の身体発育、精神発達は著しく特に歩行や言語発達等の発達標識が容易に得られる

1 歳 6 ケ月の時点において 52 年から健康診査を行うことになったことは幼児の健康保持、

増進を図るためには大変有意義なことである。 

すなわち乳幼児期の健康診査は従来乳児および3歳児に重点がおかれ、身体発育面、精神

発達面などが主であったが、う蝕を重視した 1歳 6ケ月児健診の歯科健診は急増して行く

う蝕り患の予防のために保健指導が十分行われなければならない。 

このため我々の研究は幼児歯科健診の事後処置の実態、3歳児、4歳児のう蝕保有の実態調

査を行ない、幼児の時系例による歯科健診システムを検討することとした。 


